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概要

その国の経済発展にとって，自動車産業の果たす役割は極めて大きい。このことは，日本を始めとするア
ジア諸国においても例外ではない。その一方で，増加する自動車交通は社会に様々な影響をおよぼしてい
る。移動利便性の向上による生産性の上昇や余暇時間の増大といった正の影響だけでなく，排気ガスによる
大気汚染や渋滞，あるいは交通事故といった負の影響（外部性）も見過ごすことはできない。
本稿では，日本国内における道路交通事故死者数の推移に関する数理的分析を試みる。ここでは，総人口
および自動車保有台数の推移と，交通事故による死者数の推移との関連を分析するが，特に，それらの関係
性についての経験則であるスミードの法則 (Smeed’s Law)を当てはめることにより，日本および各都道府
県の特徴を把握するとともに，今後の交通事故の動向に関する示唆を得た。

キーワード：Smeed’s law, road traffic fatality, car ownership ratio

∗ たむらかずき，公益財団法人国際東アジア研究センター上級研究員，〒803-0014北九州市小倉北区大手町 11-4，
E-mail:tamura@icsead.or.jp



第１編 陸上交通 第１部 道路交通

６

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

負傷者数事故発生件数

23年18138平成361565146413631昭和26
0

5,000

10,000

15,000

20,000

死者数（厚生統計）死者数（30日以内）死者数（24時間）

981,096人 (45年）

（人，件） （人）

交
通
事
故
発
生
件
数
・
負
傷
者
数

死
者
数

952,191件 (16年）

691,937件
(23年）

5,450人（23年）

4,612人
（23年）

7,065人（22年）

1,183,120人（16年） 854,493人
(23年）

4,696人
（27年）

16,765人 (45年）

4,429人
（26年）

596,282人 (54年）

8,466人（54年）

31,274人（26年）

注　１　警察庁資料による。
　　２　昭和41年以降の件数には，物損事故を含まない。また，昭和46年までは，沖縄県を含まない。
　　３　「24時間死者」とは，道路交通法第２条第１項第１号に規定する道路上において，車両等及び列車の交通によって発生した事故により24時間以内に死亡

した者をいう。
　　４　「30日以内死者」とは，交通事故発生から30日以内に死亡した者（24時間死者を含む。）をいう。
　　５　「厚生統計の死者」は，警察庁が厚生労働省統計資料「人口動態統計」に基づき作成したものであり，当該年に死亡した者のうち原死因が交通事故によ

る者（事故発生後１年を超えて死亡した者及び後遺症により死亡した者を除く。）をいう。なお，平成６年までは，自動車事故とされた者を，平成７年
以降は，陸上の交通事故とされた者から道路上の交通事故ではないと判断される者を除いた数を計上している。
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注　１　死傷者数は警察庁資料による。
　　２　運転免許保有者数は警察庁資料により，各年12月末現在の値である。
　　３　自動車保有台数は国土交通省資料により，各年12月末現在の値である。
　　　　保有台数には第１種及び第２種原動機付自転車並びに小型特殊自動車を含まない。
　　４　自動車走行キロは国土交通省資料により，各年度の値である。軽自動車によるものは昭和62年度から計上された。

第１―１図 道路交通事故による交通事故発生件数，死者数及び負傷者数

第１―２図 死傷者数，運転免許保有者数，自動車保有台数及び自動車走行キロの推移（出所）内閣府 (2012)

図 1 道路交通事故による交通事故発生件数，死者数および負傷者数

1 はじめに
今日までの都市交通を考える際に，自動車交通の果たした役割は極めて大きい。日本においては，1960年
代後半の高度成長期にはじまるモータリーゼーションの進展によって，自家用車が他の家電製品などと一緒に
各家庭に普及した。
このモータリゼーションにともない，人々は自ら自家用車を運転することによって，目的の場所に自由に移
動することが可能になり，都市域の拡大や交流人口の増加による産業の発展などに大きく貢献することとなっ
た。また同時に，自家用車の生産・販売によって自動車産業の成長を促進し，これが様々な素材や部品産業に
波及することで，高度成長を支えたという側面もある。
そのような自動車の利用による直接的なメリットや，その生産や販売による経済効果だけではなく，一方で
は渋滞や環境問題に代表されるようないくつかの外部不経済を生み出してきたといえる。本稿ではそのような
自動車による外部効果の中でも，交通事故による死者数に着目して分析するものである。

1.1 交通事故による死者数：日本の現状

図 1は，日本の交通事故の発生件数，死者数および負傷者数の推移をグラフにしたものである。日本の交通
事故による死者数（24時間死者数）は，1951年には年間 4,429人であったものが経済成長とともに急上昇を
続け，1970年には年間 16,765人に達しそのピークを迎えた。その後急激に減少し，1979年には年間 8,466人
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と 1960年頃の水準にまで下落したが，それを境に緩やかな増加傾向に転じた。1992年に 1,1451人に達した
後，再び減少傾向へと一転，現在に至るまで年々日本の交通事故死者数は減少を続けている。警察庁交通局交
通企画課 (2013)によれば，2012年の交通事故死者数は 4,411人で，1951年の 4,429人を下回り，それ以来お
よそ 60年ぶりの低水準となった。このように日本の交通事故死者数は，高度経済成長期と，バブル経済期の
2度のピークを持ちながら変動してきたことが分かる。
このように，日本の交通事故死者数が大きく変動した要因としては，さまざまな理由が考えられるだろう。
増加要因としては，そもそも統計の母数となる人口が増加したことや，モータリゼーションにともなう自動車
の普及，道路不足やそれにともなう渋滞など自動車走行環境の悪化，走行速度の上昇，飲酒運転などモラルの
低下などがあろう。抑制要因としては，信号や横断歩道などの整備，シートベルトやヘルメットなど安全装
置の普及と義務化，ABS（Antilock Brake System）やエアバッグなど安全な自動車に関する技術開発（ASV：
Advenced Safty Vehicleなど），さらに交通安全ルールの遵守や規制など，さまざまなものが考えられる。これ
らの要因が複雑に影響しあって，図 1のような推移をたどっているものと思われ，その実態解明あるいは将来
予測はそれほど単純ではない。
なお，厚生労働省大臣官房統計情報部 (2012b)によれば，「平成 22年の主な死因別の死亡率（人口 10万対）
をみると，がん 279.7，心臓病 149.8，脳卒中 97.7，肺炎 94.1，老衰 35.9 などとなって」おり，次いで不慮
の事故 32.2，自殺 23.4となっているが，この不慮の事故の一部に交通事故は含まれている。現時点での最新
データである厚生労働省大臣官房統計情報部 (2012a)によれば，平成 23年度の日本の死者数約 125万人のう
ち，交通事故による死者数は 6,644人であり，全体の 0.53％（およそ 200人に 1人）を占めるに過ぎず，それ
ほど多いとはいえない（図 1の注 5にあるように，厚生省の人口動態にもとづく交通事故死者数と，警察庁の
統計による交通事故死者数は数字が異なることに注意が必要である。しかし，図のグラフを見れば分かるよう
に，その変動の様子は極めて似通っている）すなわち交通事故による死者は日本全体に占める比率にすれば，
最近では必ずしも高くはないといえ，さらに減少する傾向にある。

1.2 世界の交通事故死者数

それでは，世界の各国における交通事故死者数はどのように推移していて，全体の死因のうちどの程度を占
めているのだろうか。

World Health Organization (2008) によれば，世界の死因のうち大きな部分を占めるのは，癌，虚血性心疾
患，脳血管疾患，急性呼吸器感染症，周産期，HIV／エイズなどに続いて交通事故が挙げられている。また，
周産期や HIV／エイズなどによる死者数が将来的には減少すると予想されているにもかかわらず，交通事故
による死亡は，癌や虚血性心疾患，脳血管疾患ともに少なくとも今後 2030年まで増加を続けると考えられて
いる。2004年には世界の死因の 2.7％であった道路交通事故が，2030年には，結核や HIV／エイズ，周産期
おける死を抜いて，全体の 4.9％にまで増加すると予想されている（図 2）。
統計によって死因の分類が異なるので，単純に比較することはできないが，少なくとも日本国内の状況をそ
のまま世界各国に敷衍して考えることはできないことは明らかであろう。交通事故による死者は，日本では減
少傾向であり，全体の 0.5％を占めるに過ぎないが，世界で見れば交通事故死者数は増加を続け，将来的には
5％を超えると見られている。
おそらく，日本のような先進国では，道路舗装，信号などの安全施設や規則といった自動車走行環境が比較
的整備されていること，すでに自家用車がかなり普及していて飽和状態にあり，自動車普及率が横ばいあるい
は減少傾向にあることなどから交通事故死者数も減少傾向にあることが予想される。その一方で，途上国ある
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2030年までの世界の死因予想（WHO, 2008）
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speci!c deaths

Projected changes in numbers of deaths may be due 
to changes in age-speci!c disease and injury death 
rates, or due to demographic changes that alter the 
size and age composition of the population, or both. 
Death rates are strongly age dependent for most 
causes, so changes in the age structure of a popula-
tion may result in substantial changes in the number 
of deaths, even when the age-speci!c rates remain 
unchanged. 

"e relative impact of demographic and epi-
demiological change on the projected numbers of 
deaths by cause is shown in Figure 17. "e change in 
the projected numbers of deaths globally from 2004 
to 2030 can be divided into three components. "e 
!rst is population growth, which shows the expected 
increase in deaths due to the increase in the total 
size of the global population, assuming there are no 
changes in age distribution. "e second is popula-
tion ageing, which shows the additional increase in 
deaths resulting from the projected changes in the 
age distribution of the population from 2004 to 
2030. Both the population-related components are 

calculated assuming that the age- and sex-speci!c 
death rates for causes remain at 2004 levels. "e 
!nal component, epidemiological change, shows the 
increase or decrease in numbers of deaths occurring 
in the 2030 population due to the projected change 
from 2004 to 2030 in the age- and sex-speci!c death 
rates for each cause. 

For most Group I causes, the projected reduction 
in global deaths from 2004 to 2030 is due mostly 
to epidemiological change, o#set to some extent 
by population growth. Population ageing has lit-
tle e#ect. For noncommunicable diseases, demo-
graphic changes in all regions will tend to increase 
total deaths substantially, even though age- and 
sex-speci!c death rates are projected to decline for 
most causes, other than for lung cancer. "e impact 
of population ageing is generally much more impor-
tant than that of population growth. For injuries, 
demographic change also dominates the epidemio-
logical change. "e total epidemiological change for 
injuries is small in most regions, because the pro-
jected increase in road tra$c fatalities is o#set by 
projected decreases in death rates for other uninten-
tional injuries.

Figure 16: Projected global deaths for selected causes, 2004–2030
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図 2 2030年までの世界の死因予想

収入グループ国別の人口・交通事故死者数
・登録自動車台数（WHO, 2008）
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Figure 3. Population, road traffic deathsa, and registered motorized vehicles, 
by income group
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HIC = high-income countries; MIC = middle-income countries; LIC = low-income countries
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図 3 収入グループ国別の世界に占める人口・交通事故死者数・登録自動車台数の比率

いは新興国と呼ばれる国々では，現在まさにモータリゼーションの過程にあり，高度成長期の日本のような自
家用車の普及とそれにともなう交通事故死者数の増加に直面していることが考えられる。
図 3は，世界の国々をその収入によって，HIC（高収入国）・MIC（中収入国）・LIC（低収入国）の 3グルー
プに分け，それぞれについて，人口とWHOによる道路交通事故死者数の推計値，登録自動車台数を集計し円
グラフにしたものである。これをみると，高収入国は登録自動車台数で見れば世界の過半数を占めるものの，
人口では約 15％，道路交通事故死者数にいたっては 8.5％を占めるにすぎないことが分かる。低収入国は逆
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に，登録自動車台数で見れば世界の 1割にも満たない（9.2％）のに，人口で 36.7％，交通事故死者数で見れ
ば世界の 4割を超える (41.9％)の比率を占めている。

1.3 本稿の目的

このように，世界の交通事故死者数は，その自動車登録台数に比べると，先進国では死者数がかなり少な
く，新興国に交通事故死者数が多いという，かなり偏った分布をしていることが分かる。しかしここで重要な
ことは，先進国もかつては現在の新興国のようなモータリゼーションと交通事故死者数の増加を経験してきて
いるという事実である。すなわち，現在の先進国の交通事故死者数および登録自動車台数などの推移と，今後
のそれらの見通しを詳しくみておくことは，新興国における今後の交通事故の動向を推し量るうえで極めて有
用であると考えることができる。
本稿の目的は，東アジア各国，特に日本の人口・交通事故死者数・登録自動車台数の推移から，今後のそれ
ぞれの国での交通事故についての知見を得ることである。それによって，今後の経済発展にともなう東アジア
における交通事故の将来について考えるきっかけにしたい。

2 Smeed’s Law

2.1 Smeed’s Law（スミードの法則）とは

イギリスの交通学者 Reuben Jacob Smeed（1909―1976）は，自動車の交通事故死者数に関する経験則につ
いての論文を発表した（Smeed (1949)）。これは，ある国（地域）の自動車による交通事故死者数が，人口と
登録自動車台数から推計できることを示したもので，式 (1)のように表される。

D = 0.0003
(
np2

) 1
3 (1)

ここで，Dは年間の交通事故死者数を，nは登録自動車台数を，pは人口をそれぞれ表している。この式は
(2)のように変形した形で使われることが多い。

D
n
= 0.0003

(
n
p

)− 2
3

(2)

すなわち，自動車台数あたりの年間交通事故死者数が，人口あたりの登録自動車台数（自動車普及率）に反比
例（−2/3乗に比例）するということを意味している。この「自動車が普及すればするほど，1台の自動車が死
亡事故を起こす確率は減る」という，一見常識に反するような経験則が成り立つ，というのが，Smeed’s Law

（スミードの法則）なのである。
図 4に，1938年における自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数の関係をグ
ラフにしたものを示す。これは Smeed (1949) にある図で，欧米の 20 カ国のデータがプロットされており，
Smeed’s Lawの曲線と併せて表示されている。
これをみると，20カ国を表す点がすべて，最も自動車台数あたりの交通事故死者数が多いスペイン（図中
の点 19）と最も自動車が普及しているアメリカ（図中の点 4）とを結ぶこの曲線付近に配置されており，単純
な式 (2)で表現される Smeedの経験則が，非常によく当てはまっているように感じられる。
このように，1938年に Smeedが法則を発表した当時のデータから，この簡単で使い勝手のよい法則が導き
出された。では，現代でもこの法則は成り立つのだろうか。そのことを確かめるために，以下でこれまでに発
表された，Smeed’s Lawに関する文献を紹介したい。
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Figure 1. Relation between number of deaths per 10 000 registered motor vehicles and number 

of vehicles per 1 000 population for 1938 
 
    Less attention was paid to the other – and less 
encouraging – interpretation of Smeed’s formula, 
namely that the increase of vehicle ownership 

leads to an increase in fatalities per population 
and in the total number of fatalities (Figure 2). 
 

D/P = 0.0003 (N/P)1/3                   (3)
 

 
Figure 2. Relation between number of fatalities per 100 000 population and number of registered 

vehicles per 1 000 population for 1938 
 
    Later on, other authors tried to validate or 
update the formula based on newer data. The law 
was found to be valid with some changes in 
parameters (e.g. Adams, 1987). Fortunately, the 
increasing trend of the total number of fatalities 
started to change towards a decreasing trend in 
some countries from the 60’s. For the UK, the 
Smeed prediction was moving correctly and had 

approximately the right magnitude until about 
1966. Since 1966 the Smeed prediction continues 
to rise, while the real road deaths have fallen 
quite reliably. By 2000, the Smeed prediction 
was about 4 times too high (Safe Speed, 2004). 
    The models describing the changes in road 
fatalities are using among others vehicle 

Koren, et al. 

（出所）Smeed (1949)

図 4 1938年における自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係

2.2 後世における再評価

この Smeed’Lawに対しては，「うわべだけの関係性（apparent relationship）」であり，たまたま 1938年の 20

カ国のデータに対して当てはまるようにみえるだけに過ぎない，との批判もあった。しかし，John Adamsは
1987年の，“Smeed’s Law: Some Further Thoughts”と題した論文（Adams (1987)）の中で，1978～80年の 62

カ国のデータを用いて，Smeedの図（図 4）と同様の散布図を作成している（図 5）。Adamsはこの図を示しな
がら，「（横軸の自動車普及率の目盛りが 3倍近くに増加していることを除けば，）この “apparent relationship”

は，42年を経過してもなお成り立っている」と述べている。
また，Smeed’Lawは異なるモータリゼーションのレベルにある異なる国における交通事故死者率を比較す
ることはできない，との批判もあった。この批判に対しても Adamsは，同じ論文の中で，「確かにこれは完璧
な比較基準（交通事故の研究においてそのような基準を見つけることは極めて困難である）ではないものの，
死者率に展望（perspective）をもたらす手助けとなるものである。」と述べ，図 6を用いて説明している。

Adamsによれば，例えば 1980年のマレーシアの自動車台数あたりの交通事故死亡率はアメリカのそれのお
よそ 3.5倍高いが，それは同時に 1925年のアメリカとほとんど同じであるという。このように，マレーシア
も他の国と同じように Smeed’Lawに「沿っている」と考えることができる。

2.3 既往研究の整理

前述の Adams (1987) のほか，最近に至るまで，この Smeed’s Law に関する研究が，多くの国の研究者に
よってなされている。
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（出所）Adams (1987)

図 5 1978～80年における自動車千台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係

（出所）Adams (1987)

図 6 1978～80年における自動車千台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係（対数軸）
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松原他 (1988)は，日本の 1955年～85年の 31年間のデータと，インドの 1972～83年の 12年間のデータを
用いて，それぞれ Smeed’s Lawを用いた道路交通事故死亡率の分析を行なっている。ただし，Smeed’s Lawを

D
n
= α

(
n
p

)β
(3)

という形に一般化し，回帰分析によってデータからこれらの係数 αおよび βを求めている。特に，日本のデー
タをいくつかの期間に分割して，それぞれの期間ごとにパラメータ推計を行っている点が興味深い。これによ
れば，急激なモータリゼーション進展と交通安全施設の未整備という 1970以前の日本と 1970年代のインド
の状況が類似していること，日本における 1970年代の交通事故死亡率の急激な減少と，1980年代の二輪車事
故の増加による死亡率減少率の低下が観察されている。
周他 (2006)は，中国の 1981～2005年のデータを用いて，同じく式 (3)を用いた回帰分析を行なっている。
これによれば，αの値は Smeedによる 0.0003よりは幾分小さいものの，βの値は近く，その結果として Smeed

の曲線と並行するような曲線が得られており，経済成長を続ける中国においては，Smeed’s Lawが最近でも当
てはまるようである。

Ponnaluri (2012)は，インドの 1991～2009年の地域（州）レベルのパネルデータを用いて，式 (3)を用いた
回帰分析を行なっている。これによれば，インドの州レベルデータでは，おおむね Smeed’s Lawに近い推定結
果が得られている。また，時系列でのパラメータの変動に比べ地域による推定結果の変動が大きいことから，
Smeed’s Lawは時間に対しては頑健であるが，地域による特異性が観察されるとの興味深い結果が得られてい
る。Valli (2005)は，インドの大都市圏のデータを用いて，これとほぼ同様の結論を得ている。

Al-Matawah and Jadaan (2009)および Bener et al. (2010)は，UAE，ヨルダン，カタールの 1990年以降の
データを用いて，式 (1)とそれを一般化した式

D = cna pb (4)

による回帰分析結果とを比較し，当然のことながら回帰モデルによる交通事故死者数の推定の方が精度がよい
と述べている。ただし，推定されたモデル式のパラメータは，オリジナルの Smeed’s Lawによるものと大き
く異なっている。また，ヨルダンに比べ，UAEおよびカタールにおける Smeed’s Lawのあてはまりが悪いこ
とも報告されており，交通事故死者数と経済成長との関係性についても議論されている。
以上のように，Smeed’s Law が現代でもあてはまるのか，という観点からの研究は少なくない。特に，中
国・インドなどの中進国を含む発展途上国では，ナイーブな Smeedの経験則（の一般化）が非常によくあて
はまっている。
一方で，Smeed’s Lawに対する更なる改善を提案する研究も行われている。Koren and Borsos (2010)，Borsos

et al. (2012) らによる一連の研究では，最近の国際比較データを用いた分析をもとに，先進国では Smeed’s

Lawはまったくあてはまらず，法則に従うと仮定した場合に人口と自動車台数から導出される交通事故死者数
が，実際の交通事故死者数が大きく下回っている事実を示している。その上で，

D
p
= a · n

p
exp

(
−b · n

p

)
(5)

という一般化を提案している。これは，負のパラメータを持つ指数関数を用いることで，自動車普及率（n/p）
が大きくなれば自動車による死亡率が小さくなるという構造を表現できるという特徴がある。これによって，
モデルの単純さは失われるものの，先進国などでのモデルの当てはまりの悪さの改善を狙っている。
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また，Cansiz et al. (2009)では，人工ニューラルネットワーク（Artificial Neural Network: ANN）を用いる
ことで，人口と自動車保有台数という同じデータから，より高い精度で交通事故死者数を推定できるとして
いる。
日本国内の地域別状況を分析したものとしては，1961～1979年までの都道府県別のデータを用いて (3)式
のパラメータを推定した斉藤・高瀬 (1980)がある。この論文では，都道府県ごとに Smeed’s Lawのパラメー
タを推定し比較することで地域特性を分析している。これによれば，東京や大阪などはモータリゼーションの
進展にともなって，事故死者率が急激に減少している一方，新潟や宮崎などでは事故死者率の減少率は比較的
小さいなど，興味深い結果が得られている。

3 日本における近年の交通事故死者数変化の分析
3.1 Smeed’s Lawの表現形式

Smeed’s Lawの表現形式としては，式 (1)ではなく式 (2)が使われることが多い。しかし，この式 (2)の左
辺にある D/nは自動車台数あたりの事故死者数を意味するが，この指標は直感的ではなく，むしろ人口辺り
の事故死者数（交通事故死亡率：D/p）のほうが理解しやすいのではないだろうか。当然だが厚生労働省の人
口動態統計では，人口 10万人あたりの死者数が公表されているし，交通安全白書においては人口あたり・自
動車台数あたり・自動車走行キロあたりの 3つの表現方法で示しているが，その中でも人口あたりの数字を最
初に提示している。
また，式 (2)は，両辺に自動車台数 nを含むが，左辺は分母に，右辺は分子に nが存在する。そのため，pや

Dの値が一定であったとしても，左辺と右辺は反比例する関係にあるため，データをプロットすると y = x−1

のグラフに沿っているように見えてしまう。
そこで本稿では，Smeed’s Lawの表現形式として，

D
p
= 0.0003

(
n
p

) 1
3

(6)

という形式を用いることにする。これは自動車普及率と交通事故死亡率の関係を表す式であるといえることか
ら，その意味を解釈することが比較的容易となるというメリットがあるだけでなく，次に示すようなプロット
結果の読み取りという面からも意味がある。
図 7は，図 4と同じデータ用いて式 (6)の形式でプロットしたものである。図 7と図 4を見比べれば，両者
は同じデータで同じ法則への適合性を見ているにもかかわらず，前者の方があてはまりが良いように見えてし
まわないだろうか。
蛇足ながら，式 (1)，(2)および式 (6)はすべて等価な式である。また，前述の式 (5)はこの式 (6)を一般化
したものである。
なお，式 (6)のパラメータ a, bを推定する際には，式 (6)の両辺の対数をとり，

log
(

D
p

)
= a + b log

(
n
p

)
(7)

として線形回帰分析を行うことも考えられるが，本稿では，式 (6)のまま，非線形回帰分析を行うこととする。
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Figure 1. Relation between number of deaths per 10 000 registered motor vehicles and number 

of vehicles per 1 000 population for 1938 
 
    Less attention was paid to the other – and less 
encouraging – interpretation of Smeed’s formula, 
namely that the increase of vehicle ownership 

leads to an increase in fatalities per population 
and in the total number of fatalities (Figure 2). 
 

D/P = 0.0003 (N/P)1/3                   (3)
 

 
Figure 2. Relation between number of fatalities per 100 000 population and number of registered 

vehicles per 1 000 population for 1938 
 
    Later on, other authors tried to validate or 
update the formula based on newer data. The law 
was found to be valid with some changes in 
parameters (e.g. Adams, 1987). Fortunately, the 
increasing trend of the total number of fatalities 
started to change towards a decreasing trend in 
some countries from the 60’s. For the UK, the 
Smeed prediction was moving correctly and had 

approximately the right magnitude until about 
1966. Since 1966 the Smeed prediction continues 
to rise, while the real road deaths have fallen 
quite reliably. By 2000, the Smeed prediction 
was about 4 times too high (Safe Speed, 2004). 
    The models describing the changes in road 
fatalities are using among others vehicle 

Koren, et al. 

（出所）Smeed (1949)

図 7 1938年における自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係

3.2 時系列データの分析

3.2.1 日本全体の場合
ここでは，日本全体の人口・登録自動車台数・交通事故死者数の年次推移データを用いて，Smeed’s Lawが
あてはまるか検討する。なお，ここで用いるデータは，基本的には総務省統計局ウェブサイト「日本の長期統
計系列」（http://www.stat.go.jp/data/chouki/）を用いた。ただしこれに収録されていない古いデータ
や最新のデータについては，それぞれ総務省統計局・国土交通省・警察庁等の統計資料から独自に収集・整理
したものである。これによって，1926（大正 15）～2011（平成 23）年までの 86年間のデータベースを構築
することができた。
図 8は，構築したデータベースをもとに，図 4と同じ軸を用いて作図したものである。そして，図中の実線
は Smeed’s Lawである式 (2)を表す曲線である。これを見ると，実際のデータが Smeed’s Lawに非常によく
あてはまっているように見える。
ところが図 9は，同じデータを用いて，図 7と同じ軸を用いて作図したものである。また，図中の実線は

Smeed’s Lawの別の表現形式である，
これを見ると，1970年までは比較的よく Smeed’s Lawに適合しているものの，それ以降は全くあてはまり
が悪いことが分かる。Smeed’s Lawでは，自動車普及率の増加にしたがって交通事故死亡率も増加することを
想定しているが，実際の日本のデータでは 1970年を境に，モータリゼーションが進展し自動車普及率は増加
しているにもかかわらず，交通事故死亡率が減少している。このような状況を Smeed’s Lawでは全く想定し
ておらず，対応することができない。
この Smeed’s Lawの問題に対して，Koren and Borsos (2010)，Borsos et al. (2012)らのように，モデル式を
変形させてデータにフィットさせる方法も考えられるが，ここでは松原他 (1988)の方法を適用することにす
る。すなわち，モデルの基本形式は変えずに，モデルへのあてはまりの悪い 1970年以降のデータについては，
さらにそれをいくつかの期間に分けて，それぞれの期間ごとにモデルのパラメータ推計を行う。
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図 8 日本における自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係（その 1）
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図 9 日本における自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係（その 2）
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表 1 日本のデータによるパラメータ推計結果（第 1期）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 2.804 0.1115 25.1 2.41e-27

b 0.302 0.0111 27.2 1.07e-28

表 2 日本のデータによるパラメータ推計結果（第 2期）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 0.0902 0.0245 3.68 7.87e-03

b -1.7916 0.1887 -9.49 3.01e-05

表 3 日本のデータによるパラメータ推計結果（第 3期）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 1.28 0.0798 16.04 5.62e-09

b 0.52 0.0720 7.23 1.69e-05

表 4 日本のデータによるパラメータ推計結果（第 4期）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 0.163 0.0301 5.44 2.05e-04

b -2.745 0.3338 -8.22 5.01e-06

期間の区切りについても，回帰結果のあてはまりの良さなどから機械的に決定することも可能であろうが，
ここでは主観的に判断し，86年間を以下の 5つの期間に区別することにした。すなわち，1970年までを第 1

期，1970～79年を第 2期，1980～92年を第 3期，1993～2005年を第 4期，2006年以降を第 5期とした。そ
して，それぞれの時期ごとに非線形回帰分析によって Smeed’s Lawの一般形である式 (8)の 2つのパラメー
タを推計する。

D
p
= a

(
n
p

)b

(8)

推計結果は，表 1～4の通りである。第 5期については，有意な推計結果が得られなかったため，表を掲載
していないが，第 1期～4期についてはいずれも統計的に有意なパラメータが推計されている。Smeed’s Law

におけるパラメータは，a = 3（推計においては死亡率指標を 1万人あたりにしているため，式 (6)の 0.0003

を 1万倍したもの），b = 1/3であるが，第 1期の推計結果（a = 2.8，b = 0.3）はこれにきわめて近い結果と
なっている。このことからも，1970年までの日本では Smeed’s Lawがよくあてはまっていたものの，その後
はモデルに従わなくなっていることが確認できる。
これらの推計結果を図 9に重ねて曲線を描いたものが図 10である。図 10において破線で描かれているも
のが，新たに推計されたパラメータによる曲線群である。
これを見ると，まず，繰り返しになるが，1970年までにおいては，今回の新たな推計と Smeed’s Lawによ
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図 10 日本における自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係（その 3）

表 5 日本のデータを用いた Smeed’s Lawの一般化パラメータ推計結果のまとめ

年代 モデル式 備考

第 1期 ～1970
D
p
= 2.80 × 10−4

(
n
p

)0.30

Smeed’s Lawに極めて近い

第 2期 1971～1979
D
p
= 0.09 × 10−4

(
n
p

)−1.79

1971年「第 1次交通安全基本計画」

第 3期 1980～1992
D
p
= 1.28 × 10−4

(
n
p

)0.52 二輪車の増加，
1986「シートベルト・ヘルメット着用義務化」

第 4期 1993～2005
D
p
= 0.16 × 10−4

(
n
p

)−2.75

1992「シートベルト着用義務化 (一般道)」

第 5期 2006～ 推定不能

る曲線とが非常に近しいことが分かる。そして，それ以降の第 2期～第 4期についても，表 1～4の結果から
も分かるように，それぞれ非常にあれはまりよく推計されている。この結果を一覧表にまとめたものが表 5で
ある。備考欄には，日本における交通安全政策のうち死亡者数の増減に直結する主なものを記入した。しか
し，この表のように年代が区分されるのはなぜか，なぜこのように自動車普及率と交通事故死亡率が急激に変
化するのかに関する考察は十分とはいえず，今後の課題として残されている。
日本の将来における交通事故死者数の予測に関する研究報告や論文もいくつか存在する。内閣府による第９
次交通安全基本計画のための調査報告書（内閣府 (2010)）では，その第 3章「道路交通事故の長期予測」にお
いて， 1970年～2008年までの様々なデータを用いた重回帰分析を行っている。また，自動車走行距離あたり
の交通事故発生件数を予測するモデルと，事故発生件数あたりの交通事故死亡者数を予測するモデルの二段階
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での予測となっていることが特徴として挙げられる。この「走行距離あたり事故件数モデル」では，若年ドラ
イバー比率や高齢人口といった人口要因だけでなく，車両安全性の向上，飲酒運転の罰金額，VICS対応カー
ナビの普及率，エコドライブの浸透，携帯電話普及率が走行距離あたりの事故件数に影響を与えていることが
確認されている。また「事故件数あたりの死者数モデル」では，シートベルト着用義務化ダミー，自動車台数
あたりの舗装済み道路延長，救急車数や救急センター数，新車割合などがいずれも有意に寄与していることが
示されている。
また，吉田伸一 (2011)は，歩行者事故死者数に関して，2001年～2009年までの都道府県別の合計値を用い
た分析を行っている。ここでは，人口あたりの歩行者事故死者数が，自動車普及率と宅地面積あたりの都道府
県道延長によって説明される重回帰モデルが構築されている。さらに，面積当たりの 19歳以下人口や都道府
県道延長当たりの救急車台数も人口あたりの歩行者事故死者数と相関を持つことが確認されている。
このように，交通事故死亡率については，人口要因や道路要因，社会経済要因，政策要因，技術要因，社会
インフラ要因など，様々な要因が影響している。さらに，これらのモデル分析では考慮されない，定量化が難
しい要因，たとえば交通安全教育や啓発活動，あるいは心理的要因なども交通事故死亡率に寄与していること
が予想されることから，どのような要素が自動車普及率と交通事故死亡率の関係性に影響を及ぼしているのか
の断定は難しい。
ただし，このように急激に変化するというのは，表 5に示したようなシートベルト着用や飲酒運転の厳罰化
などの政策的要因や，交通安全など関する新しい技術の普及などの要因といった，短期間で影響を及ぼす要因
が強く影響している可能性が高いと考えられるが，いずれも決め手に欠けるのが現状である。その他にも，信
号の設置密度や道路の舗装率など，道路延長の整備にともなって数値が上下するような指標の影響も考慮する
必要があるだろう。一方で，Koren and Borsos (2010)，Borsos et al. (2012)らのように，自動車普及率が増加
すれば交通事故死亡率が減少することを前提としたモデル分析の可能性も考えられるが，これが本当に成り立
つかどうか検証するためには，様々な国や地域における長期時系列データの分析による知見の蓄積が求めら
れる。

3.2.2 東京都のデータを用いた分析
さて，図 3あるいは図 6からも分かるように，国別に見ると先進国ほどモータリゼーションも進み，かつ交
通事故による死亡率も少ないという特徴がある。このことは，国の中の地域についても同様にあてはまる傾向
である。斉藤・高瀬 (1980)は，日本の都道府県データを用いた分析を行い，東京や大阪といった大都市圏に
おいては，日本の他の地域と比べて，交通事故死亡率の減少率が大きいことを示した。すなわち日本のような
先進国においても，その内部においては交通事故死亡率と自動車普及率に関しては地域的な差異が存在してお
り，大都市圏におけるデータを分析することで，今後の日本全体の動向についての示唆が得られる可能性が
ある。
図 11は，東京都における 1910（明治 43）年から 2011（平成 23）年までのデータを用いて，図 8と同じグ
ラフを描いたものである。データは「警視庁の統計（平成 23年）」（http://www.keishicho.metro.tokyo.
jp/toukei/bunsyo/toukei23/k_tokei23.htm）のものを使用した。
さて，両者を見比べると，縦軸である自動車台数あたりの死亡者数の最大値が日本全体と比べると大きく，
横軸である自動車普及率の最大値が日本全体と比べると小さい他は，グラフの形状などはほぼ同じであること
が分かる。ただし，自動車台数あたりの交通事故死者数の数値が大きいのは，自動車台数の少ない 1910～12

年であり，これらの 3カ年を除けば，日本全体の数値とそれほど大きな違いはないように見える。また，日本
全体では 0.6程度であった自動車普及率の最大値が，東京に限れば 0.4程度とかなり小さい点は特記に値する
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図 11 東京における自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係（その 1）

表 6 東京のデータによるパラメータ推計結果（第 I期）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 2.955 0.4806 6.15 1.38e-07

b 0.306 0.0364 8.42 4.43e-11

表 7 東京のデータによるパラメータ推計結果（第 II期）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 0.121 0.0255 4.73 1.95e-04

b -0.878 0.0978 -8.97 7.45e-08

であろう。
さて，図 9と同様に，縦軸を人口あたりの交通事故死者数（交通事故死亡率）に換えたグラフを図 12に示
す。これを見ると，日本全体で見たときと同じく，図中の実線で示される Smeed’s Lawは東京においても一
定期間しか成り立っていないことが分かる。さらに，日本全体では 1970年頃まで Smeed’s Lawに従っている
ように見えたが，東京のデータに限ると，1960年までしか法則に従わないように見受けられる。
そこで，日本全体の場合と同様に，期間をいくつかに区切って，区切られた期間ごとに一般化された Smeed’s

Law（式 (8)）のパラメータを非線形最小自乗法によって推計してみよう。ここでは，1960年までを第 I期，
1961～79年を第 II期，1980～92年を第 III期，1993～1997年を第 IV期，1998年以降を第 V期とした。
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図 12 東京における自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係（その 2）

表 8 東京のデータによるパラメータ推計結果（第 III期）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 0.859 0.123 6.99 2.29e-05

b 0.781 0.132 5.89 1.04e-04

表 9 東京のデータによるパラメータ推計結果（第 V期）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 100.21 55.537 1.8 8.89e-02

b 6.17 0.589 10.5 7.77e-09

表 6～9に推計結果を示す。第 IV期については有意な推計結果が得られなかったため，ここでは結果を省
略している。さて，これらの表を見ると，結果の得られた 4 つの期間については十分な精度でパラメータが
推計されていることが分かる。特に第 I 期は，Smeed’s Law による数値（a = 3, b = 1/3）に極めて近い値
（a = 2.96, b = 0.31）が得られており，終戦直後の 3カ年（1945～47年）を除けば，さらに推計値は Smeed’s

Lawに近づくことが考えられる。
また東京においては，第 V期（1998年以降）に，自動車普及率と交通事故死亡率が同時に減少する傾向が顕
著に見られる。この時期のモデルのパラメータ bの値は 6.17であり，自動車普及率が交通事故死亡率に対して
6乗で効くことを示している。これは東京の自動車普及率が 1割減少すれば，交通事故死亡率が 0.96.17 ≃ 0.52
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表 10 東京のデータを用いた Smeed’s Lawの一般化パラメータ推計結果のまとめ

年代 モデル式 備考

第 I期 ～1960
D
p
= 2.96 × 10−4

(
n
p

)0.31

Smeed’s Lawに極めて近い

第 II期 1961～1979
D
p
= 0.12 × 10−4

(
n
p

)−0.88

1960「総理府に交通対策本部を設置」

第 III期 1980～1992
D
p
= 0.86 × 10−4

(
n
p

)0.78 二輪車の増加，
1986「シートベルト・ヘルメット着用義務化」

第 IV期 1993～1997 推定不能 1992「シートベルト着用義務化 (一般道)」

第 V期 1998～ D
p
= 100.21 × 10−4

(
n
p

)6.17

自動車も交通事故も減少

とおよそ半減することを意味しており，極めて興味深い結果である。
東京のデータを用いたパラメータ推計結果を表 10 にまとめる。表 5 と比較すると，例えば Smeed’s Law

との乖離が始まる年が日本では 1971年なのに対して東京では 1961年である，自動車普及率と交通事故死亡
率が同時に減少傾向に転じる年が日本では 2006年なのに対して東京では 1998年であるなど，モータリゼー
ションなど自動車交通に関する事象については，東京は日本全体の 10年先を行っている様子を読み取ること
ができる。すなわち，日本全体についても，今後 10年のうちに，東京のように自動車普及率と交通事故死亡
率が同時に減少する時代が到来する可能性がある。今回の分析では有意なパラメータ推計結果が得られなかっ
たが，日本の第 5期はその前兆であると見なすことも可能であろう。
したがって，今後も東京などの大都市圏での動向を注視するとともに，東京からの遅れという観点から，地
方の自動車交通環境を見ていくことも重要ではないだろうか。

3.3 都道府県別データの分析

前節では日本全体と東京都の 2つの時系列データを用いて，日本および東京におけるモータリゼーションと
交通事故死者数との関係について分析した。分析結果から，東京は日本平均よりもおよそ 10年ほど早くモー
タリゼーションなどの社会現象が進行している様子が観察された。しかし，他の都道府県の動向はどうであろ
うか。おそらく，都道府県によってばらつきがある，つまり東京に近い地域や，東京とは異なる動向にある地
域があると思われる。どのような地域が，自動車に関する社会状況において，どのような位置にいるのかを把
握することは興味深いだけでなく，これからの交通政策を考えるうえで有用であろう。そこで本節では，都道
府県別のデータを用いた分析を試み，地域別の動向に関する特徴を把握することを目的とする。ただしすべ
ての都道府県について時系列データを用いた分析を行うのではなく，複数時点における 47都道府県の横断面
（クロスセクション）データを用いた分析結果を示し，その結果を考察することとする。
なお，ここで用いる都道府県別データは，人口については総務省統計局による「人口推計」（http:
//www.stat.go.jp/data/jinsui/）を，自動車保有台数については，自動車検査登録情報協会による「自動
車保有数統計データ」（http://www.airia.or.jp/number/）を，交通事故死者数については警察庁による
「交通事故発生状況」（http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/home.htm）のデータをそれぞれ用いた。
図 13は，2011年のデータを用いて，都道府県別の交通事故死者率と自動車普及率との関係をプロットした
結果である。また実線で示された曲線は，これらのデータに対して，式 (8)に示される一般化された Smeed’s

Lawのパラーメータを非線形最小自乗法で求めた結果である（表 11）。
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図 13 都道府県別自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係（2011年）

表 11 都道府県のデータによるパラメータ推計結果（2011年）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 0.695 0.054 12.88 1.07e-16

b 1.276 0.240 5.32 3.11e-06

これを見ると，全体的に右肩上がりになるように都道府県が散布している様子が観察できる。すなわち，全
体として自動車普及率が高い都道府県ほど交通事故死亡率が高い傾向にあるといえ，これら 2つの指標に何ら
かの関係性がある可能性を示唆しているといえる。図の左下にあるのは，東京，大阪，神奈川という大都市圏
にある都府県であり，これらの都府県は東京のように脱モータリゼーションが進行している可能性がある。一
方で，図の右上にあるのは，香川，福井，茨城，長野，栃木，群馬といった県である。これらの県においては，
自動車普及率と交通事故死亡率のいずれも全国平均より高い。また，図中に示した曲線に着目すれば，曲線よ
り上にある都道府県は，その自動車普及率から想定される交通事故死亡率よりも実際の交通事故死亡率の方が
高いことを意味し，香川，福井，愛媛，滋賀，高知，徳島の各県がそれに相当する。逆に，曲線よりも下に位
置する都道府県は，想定される交通事故死亡事故よりも実際の方が低いことを意味し，宮城，愛知，沖縄，山
梨，群馬などがこれにあてはまる。また，推計パラメータ bの値は 1を超えており，これは，自動車普及率が
減少すれば，それ以上に交通事故死亡率が減少することを意味している。
図 14は，図 13の 5年前である 2006年のデータを用いて，図 13と同様に都道府県別の交通事故死者率と
自動車普及率との関係をプロットした結果である。また実線で示された曲線も同様に，2006年のデータに対
して，式 (8) に示される一般化された Smeed’s Lawのパラーメータを非線形最小自乗法で求めた結果である
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図 14 都道府県別自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数との関係（2006年）

表 12 都道府県のデータによるパラメータ推計結果（2006年）

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
a 1.03 0.0717 14.32 2.26e-18

b 1.50 0.2097 7.13 6.49e-09

（表 12）。
図 14と図 13は，ほぼ同じ傾向を示している。つまり，全体的に都道府県が左下から右上に向けて分布し
ている。また，東京，大阪と行った大都市圏にある都府県ほど左下にあるという傾向も変わらない。ただし，
それぞれの県に着目すれば，それぞれの位置が変化していることも確認される。さらに，軸の数値に着目すれ
ば，東京都の自動車普及率および自動車普及率がこの 5年間で両方とも減少していることも分かるが，これは
前節において述べた通りである（図 12などを参照のこと）。
これらの図 14と図 13を 1つの図に表示したものが図 15である。同じ都道府県を 2006年から 2011年へ
向けた矢印で示し，2011年の位置に県名を記入してある。また図中の実線は 2011年の傾向を示す曲線，破線
は 2006年の傾向を示す曲線で，ぞれぞれ 14と図 13の曲線と等しい。
これを見ると，2006年から 2011年の 5年間で，全体的に交通事故死亡率が低下している様子が見て取れ
る。全都道府県の傾向を示す曲線も 2006年（破線）から 2011年（実線）へと下方にシフトしているだけでな
く，すべての都道府県で矢印が下を向いている。このことは，交通事故死亡率が自動車普及率の変化と関係な
く低下していることを意味しており，本稿における分析結果を解釈する上で注意しなければならない。
図を詳しく見てみると，次の 2 つの点に気がつく。1 つは自動車普及率が 2 極化する傾向にあることであ
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図 15 都道府県別自動車 1万台あたりの交通事故死者数と人口あたりの自動車登録台数の変化（2006→2011年）

る。すなわち，東京や大阪など自動車普及率の低い都道府県ではさらに普及率が低下する傾向にあるのに対し
て，首都圏や関西圏以外ではさらに自動車普及率が上昇する傾向にあることである。この 2極化がいつまで続
くかは不明であるが，いずれはすべての都道府県で自動車普及率が減少するのか，それとも高い水準を維持す
るのかは，その地域の交通政策を考える上で極めて重要な指標であり，その動向が注目される。2つ目は自動
車普及率が高い都道府県ほど，交通事故死亡率の変動幅が大きいことである。このことは，それぞれの矢印の
長さを見ても分かるし，破線と実線の 2つの曲線の間隔が図の左側では狭く，右側では広くなっていることか
らも分かる。言い換えると，東京や大阪などでは図中の矢印の傾きが小さくなって（矢印が寝て）いる。この
ことは，自動車普及率が低下するほど，その低下率が上がることを意味している。すなわち，1つめの「2極
化」と併せて考えれば，自動車普及率については当面は東京や大阪などの大都市圏と地方圏との格差が広がる
が，交通事故死亡率についてはその差が減少していくであろうことが予測される。

4 おわりに
本稿では，自動車普及率と交通事故死亡率に関する経験則である Smeed’s Lawをもとに，最近の日本の交
通事故死者数に関する数理的分析を試みた。その結果，以下のような知見を得た。

• Smeed’s Lawは,現在でも国によってはあてはまる。日本においても 1970年頃まではよく当てはまっ
ていた。
• 東アジアの国々は比較的 Smeed’s Lawが当てはまっているが，国の経済力（あるいは公共交通の普及
度か）によって異なる。
• 近年日本では自動車普及率も交通事故死亡率も減少傾向にあり，法則から外れる。
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• 東京では近年，交通事故死亡率は自動車普及率の 6乗に比例している（自動車が 1割減ると事故死者は
およそ半分に）
• 都道府県比較でも自動車保有率が低いほど交通事故率が低い傾向にあるが，自動車保有率については 2

極化の傾向にある。

高度成長期に急激なモータリゼーションを経験し，現在では自動車普及率が減少しつつある日本の交通事故死
者数の推移を分析することは，今現在急速にモータリゼーションが進んでいる新興国における交通政策を考え
る際にも有用だろう。今後はそのような観点から，交通政策と Smeed’s Lawとの関係性について，国際的な
データを用いた議論をしたいと考えている。
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